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大垣市公契約懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第 1条 公契約（大垣市公契約条例（平成 28 年条例第 4号。以下「条例」という。）第 2

条第 1項に規定する公契約をいう。以下同じ。）に関する制度の適正な運用を図るため、

大垣市公契約懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2条 懇話会は、次に掲げる事項について審議する。 

⑴ 条例の施行状況に関すること。 

⑵ 条例の目的を達成するための施策に関すること。 

⑶ その他懇話会が必要と認めた事項に関すること。 

（組織） 

第 3条 懇話会は、6人以内の委員をもって組織する。 

2  懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 公契約に関わる各種団体の代表者 

（任期） 

第 4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

2  委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第 5条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

2  会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する。 

3  会長は、懇話会を代表し、会務を統括する。 

4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第 6条 懇話会の会議は、会長が招集し、議長となる。だだし、委員の委嘱後最初の会議

は、市長が招集する。 

2  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明及び意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第 7条 懇話会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。 
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（委任） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

大垣市公契約懇話会委員名簿 

区  分 
氏 名 

（敬称略） 
役  職 

会 長 学識経験者 
たけ うち はる  ひこ 

岐阜協立大学 学長 竹 内 治 彦 

副会長 商工会議所関係者 
いわ た   まさ  あき 

大垣商工会議所 事務局長兼総務企画課長 岩 田 正 章 

委 員 

経営者関係者 
わた なべ  ひさ   と 

(一社)岐阜県経営者協会西濃支部事務局 渡 邉 久 人 

労働者関係者 
かわ じり   し    ろう 

連合岐阜西濃地域協議会 事務局長 川 尻 史 朗 

自治会関係者 
ご   とう  ふみ    お 

大垣市連合自治会連絡協議会 副会長 後 藤 文 夫 

女性団体関係者 
たか  や   しん    こ 

大垣夢ある女性の会 代表 髙 屋 心 子 

 

事務局【 総務部 契約管財課 】 

部 長 
いわ さき  よし ひろ 

岩  﨑  義  博  

課 長 
たか  ぎ  しゅんすけ 

髙  木  俊  介  

主 幹 
ご  とう   よし    や          さ    とう   こう   じ          にし  もり       じゅん 

後  藤  剛  也、  佐  藤  浩  二、  西  森    純  

主 査 
い    とう    ふ   さえ 

伊  藤  芙  冴  

主 任 
い    とう   りゅうたろう 

伊  藤  竜太郎  

 


